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＜中期目標・中期計画一覧表の記載上の注意事項＞

１
番号設定

・中期目標の項目の細列は、次のような順序を用いている。
第１ １ (1) ア (ｱ) ａ
第２ ２ (2) イ (ｲ) ｂ
第３ ３ (3) ウ (ｳ) ｃ

・中期計画の項目は、目標と計画を対応づけるため、中期目標の項目番号に枝番を用いている。目標に項目番号が付されていない場合は、上記細列の順
序を用いている。

・目標に「Ｍ○○○」、計画に「Ｋ○○○」と識別番号をつけている。

２
中期計画に定める事項のうち、「その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項」は、以下の内容のとおり

(1)施設及び設備に関する計画
(2)人事に関する計画
(3)法第 40 条第 4 項の規定に基づき業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
(4)その他法人の業務運営に関し必要な事項
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公立大学法人和歌山県立医科大学 中期目標・中期計画一覧表

中期目標 中期計画

法人の基本的な目標
和歌山県立医科大学は、医学及び保健看護学に関する学術の中心として、

基礎的、総合的な知識と高度で専門的な学術を教授研究し、豊かな人間性と高
邁な倫理観に富む資質の高い人材の育成を図り、地域医療の充実などの県民
の期待に応えることによって、地域の発展に貢献し、人類の健康福祉の向上に
寄与する。
この目的を果たすため、特に以下の事項について重点的に取り組む。

(1) 高等教育及び学術研究の水準の向上に資する。
(2) 高度で専門的かつ総合的な能力のある人材の育成を行う。
(3) 学生の修学環境の充実を図る。
(4) 高度で先進的な医療を提供する。
(5) 地域の保健医療の発展に寄与する活動を行う。
(6) 地域に生涯学習の機会を提供する。
(7) 地域社会との連携及び産学官の連携を行う。
(8) 人類の健康福祉の向上に寄与するための活動を行う。

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 第１ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織
１ 中期目標の期間 １ 中期計画の期間

平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日までの６年間とする。 平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日までの６年間とする。

２ 教育研究上の基本組織 ２ 教育研究上の基本組織
この中期目標を達成するため、別表に記載する学部、研究科及び専攻 別表に記載する学部、研究科及び専攻科を置く。

科を置く。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関す 第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
る目標

１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置

(1) 教育の成果 (1) 教育の成果に関する目標を達成するための措置
○各年度の学生収容定員は別表のとおり

ア 学部教育 ア 学部教育

Ｍ００１ (ｱ) 幅広い教養、豊かな思考力と創造 Ｋ００１ (ｱ)－１ 人文科学、社会科学、自然科学などの分野における幅広い基礎知識と技術を教授
性を涵養し、豊かな人間性と高邁な するとともに、分野の枠を超えて共通に求められる知識や知的な思考力を育成する。
倫理観に富む資質の高い人材を育成
する。 Ｋ００２ (ｱ)－２ 人間としての在り方や生き方に関する深い洞察力や理解力を育成するため、カリ

キュラム編成等に工夫を加え、質の高い医療人を育成する。

Ｋ００３ (ｱ)－３ 情報処理施設等の活用を図り、高度情報技術社会に対応できる情報活用能力・情
報リテラシーを育成する。

Ｍ００２ (ｲ) 医学又は保健看護学を中心とする Ｋ００４ (ｲ)－１ 学生の課題探求能力、問題解決能力、学問を探究する研究心を育成し、医学又は
高度で専門的かつ総合的な能力を身 保健看護学を中心とした幅広い知識及び技術を教授する。
につけた人材を育成する。

Ｋ００５ (ｲ)－２ 新卒者の医師国家試験合格率９５％以上、看護師国家試験合格率１００％、保健
師国家試験合格率９５％以上を目指す。

Ｍ００３ (ｳ) コミュニケーション能力及びリー Ｋ００６ (ｳ)－１ チーム医療やインフォームドコンセントに不可欠なコミュニケーション能力を育
ダーシップを備えた協調性の高い人 成するためのカリキュラムを充実する。
材を育成する。

Ｋ００７ (ｳ)－２ 専門的かつ総合的な知識及び技術を習得させる上で、医療の安全や緩和医療等今
日の医療に必要な感性の育成を考慮するなど、人権に配慮した教育を行う。

Ｋ００８ (ｳ)－３ 価値観、目的、感性などの違いを相互に理解させ、学ばせるために、学部や学年
の異なる学生が同じ場で協調して学ぶ機会を設定することにより、医療に携わる専門職
がお互いの立場を尊重し、チームワークのとれる健全な人材を育成する。



- 3 -

Ｍ００４ (ｴ) 地域医療及び健康福祉の向上に寄 Ｋ００９ (ｴ)－１ 学生の社会活動、地域医療への参加を推進し、地域との交流、医療への学生の関
与するとともに、国際的にも活躍で 心を高める。
きる人材を育成する。

Ｋ０１０ (ｴ)－２ 国際的視野を持った人材を育成するため、海外交流を推進し、学生の異文化理解
と必要な語学力の向上を図る。

イ 大学院教育 イ 大学院教育

Ｍ００５ (ｱ) 修士課程については、専攻分野に Ｋ０１１ (ｱ)－１ 医学研究科修士課程では、医学・医療関連の領域で基本となる共通教育科目、専
おける研究能力に加え、高度専門職 門性をのばす専門教育科目、修士論文作成を行う特別研究科目の内容の充実を図る。
を担うために必要な能力及び学識を
備えた人材を育成する。 Ｋ０１２ (ｱ)－２ 修士課程では、生命倫理及び医の倫理観の高揚を図るための講義・研修を行う。

Ｋ０１３ (ｱ)－３ 保健看護学の分野における研究能力に加えて高度の専門性が求められる職業を担
う卓越した能力を培うため、平成２０年度までに保健看護学研究科修士課程（仮称）を
開設する。

Ｍ００６ (ｲ) 博士課程については、自立した研 Ｋ０１４ (ｲ)－１ 大学院生に分野横断的な知識を修得させ、多くの分野の研究にも対応していける
究活動又は高度な専門性が求められ 基礎技術を習熟させる。また、医学研究を行う上で基本的な実験研究方法等の理論を修
る社会での活躍に必要な研究能力、 得させる。
基礎となる豊かな学識を備えた人材
を育成する。また、国内外で高い評 Ｋ０１５ (ｲ)－２ 国内外の学術誌への学位論文の発表や学会活動を推奨し、若手研究者や大学院生
価を受ける指導的研究者を育成する。 のシンポジウムでの発表、学会賞などへの応募を推奨することで、研究レベルの向上を

図る。

Ｋ０１６ (ｳ)－３ 生命倫理及び医の倫理観の高揚を図るための講義・研修を行う。

(ｳ)－４ 保健看護学の教育研究拠点としての役割を果たすため、平成２３年度中に保健看
護学研究科博士課程（仮称）の設置認可申請を行う。

ウ 専攻科教育 ウ 専攻科教育

幅広い教養、豊かな思考力と創造性の (ｱ)助産に関する高度で専門的かつ総合的な能力を身につけた人材を育成する。
もとに、豊かな人間性と高邁な倫理観に
富む資質の高い人材を育成する。 (ｲ)コミュニケーション能力及びリーダーシップを備えた協調性の高い人材を育成する。

(ｳ)地域医療及び健康福祉の向上に寄与する人材を育成する。
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(2) 教育内容等 (2) 教育内容等に関する目標を達成するための措置

ア 学部教育 ア 学部教育

(ｱ) 入学者受入れ及び入学者選抜 (ｱ) 入学者受入れ及び入学者選抜を実現するための具体的方策

Ｍ００７ ａ 入学者選抜方法の工夫及び改善を図 Ｋ０１７ ａ－１ 入学者受入れ方針の見直し、多様な入学者選抜を実施するとともに、入学後の成績
り、優秀な人材の確保に努める。 ・進路等との関連を検証して、入学者選抜方法に工夫及び改善を重ねる。

Ｋ０１８ ａ－２ 入学試験を学生教育の出発点と考えて、入試・教育センターの機能をさらに充実さ
せ、大学全体として選考に取り組む体制をとる。

Ｍ００８ ｂ 地域の高等学校との連携の下に、多 Ｋ０１９ ｂ 入学者選抜、進路指導等に係る相互理解を深めるために、オープンキャンパス、大学説
様な人材の獲得に努める。 明会などを通じ、高等学校との連携を図り、より広範な広報活動を行う。

(ｲ) 教育課程 (ｲ) 教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

Ｍ００９ ａ 卒業までに学生が到達すべき教育目 Ｋ０２０ ａ－１ 各学部のカリキュラムが、それぞれの教育理念及び目標に即したものであるかどう
標を明確にし、カリキュラム全体の改 かを検証し、必要に応じて改善を行う。
善に努める。

Ｋ０２１ ａ－２ 実践能力育成方法の充実に向け、卒業時の到達目標を作成する。

Ｋ０２２ ａ－３ 医学部では、６年一貫教育の充実のため、「医学準備教育モデル・コア・カリキュ
ラム」及び「医学教育モデル・コア・カリキュラム」の精神に則り、必修事項の効率的修
得と、一般教養科目の確保と充実を図って授業科目を編成する。

Ｋ０２３ ａ－４ 保健看護学部では４年一貫教育の充実のため、「教養と人間学の領域」「保健看護学
の基盤となる領域」「保健看護学の専門となる領域」の３領域でカリキュラムを構成し、
専門分野の枠を超えた横断的・総合的な学習の充実を図る。

Ｍ０１０ ｂ 医療現場での実習の充実を図り、地 Ｋ０２４ ｂ－１ プライマリケアや、総合診療教育を充実させ、本学に特色ある診療科、診療単位（救
域医療等について理解と関心を深め 急集中治療部、血液浄化センター、リハビリテーション部、緩和ケア部など）、紀北分院

るための教育を推進する。 の特徴を活かし、学部教育、臨床実習を卒後臨床研修に有機的に結合させたカリキュラム
を編成する。
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Ｋ０２５ ｂ－２ 地域医療に貢献できる医療人を育成するため、学外の臨床教授のもとで臨床実習を
行い、クリニカル・クラークシップ型の臨床教育を充実させる。

(ｳ) 教育方法 (ｳ) 教育方法に関する具体的方策

Ｍ０１１ ａ 幅広い教養、豊かな人間性及び思考 Ｋ０２６ ａ－１ 教養教育の充実のために、学部間の共通講義を導入する。
力・創造力を形成するため、教養教育
と人間教育を充実する。 Ｋ０２７ ａ－２ 多様な教養科目及び専門教育科目を幅広く提供するために、他大学との単位互換制

度を継続して行う。

Ｍ０１２ ｂ 学生が主体的かつ意欲的に学習で Ｋ０２８ ｂ－１ 問題設定解決型学習を推進し、自主的学習能力を高める。
き、知的好奇心、科学的探求心及び問
題解決能力を育む教育方法を採用す Ｋ０２９ ｂ－２ 臨床実習、研修を重視し、早期病院実習、看護実習、教育協力病院での実習など診
る。 療参加型実習を充実させる。

Ｋ０３０ ｂ－３ 高度情報技術社会に対応できるコンピュータ等の情報機器活用能力を高める。

Ｋ０３１ ｂ－４ 演習、実習に異なる学年を参加させ、ティーチングアシスタント（ＴＡ）制度、リ
サーチアシスタント（ＲＡ）制度の導入を検討する。

Ｍ０１３ ｃ 医療に従事する者（以下「医療従事 Ｋ０３２ ｃ－１ チーム医療を理解するため、医学部と保健看護学部の教員が協力して教育を実施す
者」という。）として適切なコミュニ る。
ケーション能力、患者の人権に配慮で
きる倫理観育成のための教育を充実す Ｋ０３３ ｃ－２ 人間としての在り方や生き方に関する深い洞察力や理解力を育成するため、カリキ
る。 ュラム編成等に工夫を加え、質の高い医療人を育成する。（再掲）

(ｴ) 成績評価 (ｴ) 成績評価等の実施に関する具体的方策

Ｍ０１４ 各授業科目の学習目標、目標達成の Ｋ０３４ ａ 医学部では、各科目の試験と共用試験（コンピュータを用いた客観試験（ＣＢＴ）、客
ための授業の方法・計画及び成績評価 観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ））の成績を取り入れた成績評価指針を作成し、学生及び教
基準を明確にし、厳正な成績評価を実 員に周知することにより厳正かつ公正な評価を行う。
施する。

Ｋ０３５ ｂ 保健看護学部では、成績評価について、教員の共通認識のもと、厳正かつ公正な評価を
行う。
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Ｋ０３７ ｃ 成績優秀者を表彰する制度を拡充する。

(ｵ) 卒後教育との連携 (ｵ) 卒後教育との連携に関する具体的方策

Ｍ０１５ 個々の学生が卒後教育へ円滑に移行 Ｋ０３８ ａ 質の高い臨床医の育成を行うため、臨床実習、卒後初期及び後期臨床研修を有機的に組
できるように、学部教育と卒後教育と み立てる。
の連携を図る。

Ｋ０３９ ｂ 保健看護学部と附属病院看護部との連携を図り、附属病院における卒前・卒後教育を充
実させる。

イ 大学院教育 イ 大学院教育

(ｱ) 入学者受入れ及び入学者選抜 (ｱ) 入学者受入れ及び入学者選抜を実現するための具体的方策

Ｍ０１６ 本学卒業生のみならず、広く門戸を Ｋ０４０ ａ 大学院の授業時間については、教育方法の特例（大学院設置基準第１４条）を実施し、
開き、人材の確保に努める。 社会人のために昼夜開講制として、多様な人材を求める。

また、長期履修制度により修業年限の弾力化を図る。

Ｋ０４１ ｂ 医学研究科修士課程では、コ・メディカルスタッフ、研究者を目指す者、企業等におい
て医学・医療関連の研究に従事する者、医療行政関係者などの経歴を持つ人材を幅広く受
け入れる。

Ｋ０４２ ｃ 医学研究科博士課程では、従来の医学部卒業生等に加え、社会人の修士課程修了者等も
入学しやすい環境を整える。

(ｲ) 教育課程 (ｲ) 教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

Ｍ０１７ ａ 地域に根ざした大学院づくりを目指 Ｋ０４３ ａ－１ 医学・医療に直結した課題に取り組み、研究経験と専門知識・技術を学ばせるカリ
し、専門知識を有し、幅広く医療関連 キュラムを編成する。
分野で活躍する高度専門職業人又は医
学の発展や社会福祉の向上を目指す研 Ｋ０４４ ａ－２ 医学・医療に従事する過程で問題を発見する能力とその解決方法を企画立案する能
究者を育成する教育を行う。 力を持つ研究者、又は高度専門職業人を育成するカリキュラムを編成する。

Ｍ０１８ ｂ 修士課程については、目的・役割を Ｋ０４５ ｂ－１ 医学研究科修士課程では、高度専門職業人の専門性を高めるため、研究能力の開発



- 7 -

明確化し、研究者や高度専門職業人育 強化を図る。
成等に対応した教育を行う。

Ｋ０４６ ｂ－２ 医学研究科修士課程では、教員が相互に連携を取り、博士課程とも交流を図りなが
ら教育・研修の機会を創出する。

Ｍ０１９ ｃ 博士課程については、地域医療に対 Ｋ０４７ ｃ 医学研究科博士課程では、講座・研究室の枠を越えて、地域医療に貢献できるよう横断
する貢献を中心に据え、高度先進的な 的な知識が修得できるようにカリキュラムを編成する。
教育を行う。また、関連分野の統合や 特に医学研究科地域医療総合医学専攻においては、各教室間の有機的な連携を促進し、
広領域化を図り、基礎医学と臨床医学 高度先進的かつ分野横断的な大学院教育を行い、地域医療に貢献する医療人の育成を目指
の連携による医学研究を推進する。 す。

(ｳ) 教育方法 (ｳ) 教育方法に関する具体的方策

Ｍ０２０ ａ 個性ある独創的な研究や共通性の高 Ｋ０４８ ａ－１ 研究レベルの向上や研究者間の交流を図るため、研究討議会や大学院特別講義の内
い研究の情報公開を推進し、多方面か 容の充実を図る。
らの協力助言が得られる体制を構築す
る。 Ｋ０４９ ａ－２ 各研究単位の教育研究目標及び研究指導目標を明確にした「大学院学生要覧」を作

成し、これに基づいた研究指導を推進する。

Ｍ０２１ ｂ 大学院独自の教育研究の指導方法の Ｋ０５０ ｂ 大学院独自のファカルティ・ディベロップメント(FD)研究会を年間を通じて定期的に
改善を促進する。 行い、大学院教員の教育方法の改善を組織的に進める。

(ｴ)成績評価 (ｴ) 成績評価等の実施に関する具体的方策

Ｍ０２２ 研究活動及び専門能力を評価する体 Ｋ０５１ ａ 毎年研究業績集を公表し、社会的評価を受ける。
制を構築し、厳正な評価を実施する。

Ｋ０５２ ｂ 優れた研究及び専門能力を有する者を顕彰する。

ウ 専攻科教育 ウ 専攻科教育

(ｱ) 入学者受入れ及び入学者選抜 (ｱ) 入学者選抜方法の工夫及び改善を図り、優秀な人材の確保に努める。

入学者受入れの基本方針を明確にし、
それに応じた入学者選抜を実施する。
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(ｲ) 教育課程・方法 (ｲ)－１ 卒業までに学生が到達すべき教育目標を明確にし、カリキュラム全体の改善に
努める。

教育目標等に基づいた効果的・系統的 (ｲ)－２ 医療現場での実習の充実を図り、地域医療等について理解と関心を深めるため
なカリキュラムの編成及び教育方法に の教育を推進する。
よる教育を行う。 (ｲ)－３ 幅広い教養、豊かな人間性及び思考力・想像力をより増幅するため、人間教育

を充実する。
(ｲ)－４ 学生が主体的かつ意欲的に学習でき、知的好奇心、科学的探究心及び問題解決

能力を育む教育方法を採用する。
(ｲ)－５ 医療に従事する者として適切なコミュニケーション能力、妊産婦等の人権に配

慮できる倫理観育成のための教育を充実する。
(ｲ)－６ 個々の学生が卒後教育へ円滑に移行できるように、専攻科教育と卒後教育の連

携を図る。

(ｳ) 成績評価 (ｳ) 成績評価について、教員の共通認識のもと、厳正かつ公正な評価を行う。

各授業科目の学習目標、目標達成のた
めの授業の方法・計画及び成績評価基準
を明確にし、厳正な成績評価を実施する。

(3) 教育の実施体制等 (3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

ア 教育実施体制 ア 適切な教職員の配置等に関する具体的方策

Ｍ０２３ 教育に関する目標を実現するため、 Ｋ０５３ (ｱ) 教育実施体制、教職員の配置、教育課程、時間配分などの見直しを行い、その内容を
教職員を適切に配置し、組織的な教育 実施する組織を設置する。
実施体制を整備する。

Ｋ０５４ (ｲ) 教育研究と実践を有機的に展開するため、各学部及び附属病院などの実習施設との
より一層の組織的な連携を図る。

Ｋ０５５ (ｳ) 学部教育と大学院教育の連携を図り、M.D.-Ph.D.コース等多様な履修形態を検討する。

イ 教育環境の整備 イ 教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策

Ｍ０２４ 教育研究活動における施策を踏まえ、 Ｋ０５６ (ｱ) 少人数教育、臨床実習、学生の自主的学習が円滑に実施できる環境の充実を図る。
必要な施設・設備、図書、資料等の計
画的な整備及び充実に努める。 Ｋ０５７ (ｲ) 図書館の蔵書の充実に努め、開館時間の延長について検討する。
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また、情報の国際化・電子化への対応として図書館機能の充実を図る。

Ｋ０５８ (ｳ) 教育研究に関する円滑な情報処理及び情報通信の促進を図るため、医学情報ネットワ
ークの適切な運用管理を行う。

Ｋ０５９ (ｴ) 医学、医療、科学、高等教育における和歌山県固有の発展の歴史について、顕彰し教
育するための歴史資料室等の設置に向けた検討を行う。

ウ 教育の質の改善 ウ 教育の質の改善につなげるための具体的方策

Ｍ０２５ (ｱ) 個々の教員が実施する教育の内容 Ｋ０６０ (ｱ) 教育の質の改善（ＦＤ）に関する学内組織を再構築し、教員への講習だけでなく、教
及び方法を改善し、向上させるため 育資材の開発を援助する。
の組織的な研究・研修等の実施に努
める。

Ｍ０２６ (ｲ) 教育の質の向上を図るため、大学 Ｋ０６１ (ｲ)－１ 教育活動評価のための組織を整備し、学生及び第三者による授業評価の在り方の
の組織的な教育活動及び個々の教員 検証及び改善を図る。
の教育活動に対する評価を継続的に
行う。 Ｋ０６２ (ｲ)－２ 教育の成果・効果を評価する基準として、引き続き大学院生の学位論文の質的評

価を行う。さらに指導大学院生数、学位を取得させた人数、指導内容等を検証し、評価
の指標とする。

Ｋ０６３ (ｲ)－３ 本学の学部教育、大学院教育及び専攻科教育がどのように活かされているかを検
証するため、学部卒業者、修士課程及び博士課程修了者並びに専攻科卒業者の卒業後・
修了後の追跡調査を行う。

(4) 学生への支援 (4) 学生への支援に関する目標を達成するための措置

ア 学習支援体制の整備 ア 学習相談、助言、支援の組織的対応に関する具体的方策

Ｍ０２７ 学生一人ひとりの学習意欲の向上を Ｋ０６４ (ｱ) 新入生オリエンテーションを充実する。
図るため、学習支援体制を整備する。

Ｋ０６５ (ｲ) 学生からの相談に細やかな対応ができるように学習相談及び助言体制の充実を図る。

Ｋ０６６ (ｳ) 教育研究活動中の事故及び災害に対処するため、学生の任意保険への加入を促進する。

イ 生活支援体制の整備 イ 生活相談、就職支援等に関する具体的方策
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Ｍ０２８ 学生が心身の悩みや生活全般の問題 Ｋ０６７ (ｱ) 健康保持及び心配や悩み事に対応するため保健管理室の充実を図り、心身両面で学生
に対して気軽に相談することができ、 の健康管理体制を充実させる。特に、メンタル面のカウンセリング体制を充実する。
安心して学生生活を送ることができる
支援体制を整備する。 Ｋ０６８ (ｲ) 修学のための経済的な支援体制の充実に努める。

Ｋ０６９ (ｳ) 就職に関する情報提供に努め、就職活動の支援を行う。特に大学院生に対し、取得し
た専門知識が生かせるよう、教育職、研究職、高度の専門職への進路を指導し、助言、
推薦などを行う。

ウ 留学生支援体制の整備 ウ 留学生支援体制に関する具体的方策

Ｍ０２９ 留学生が安心して教育研究活動を行 Ｋ０７０ (ｱ) 大学及び大学院の研究活動、学費、学生生活等に関する情報を適切に提供する。
うことができる支援体制を整備する。

Ｋ０７１ (ｲ) 平成１８年度中の国際交流センターの設置も視野に入れて、外国人研究者、留学生の
受入れ体制、修学支援体制を整備する。

Ｋ０７２ (ｳ) 海外の大学等との学術交流を推進するとともに、諸外国の大学等との交流協定を締結
する 。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置

(1) 研究水準及び研究の成果等 (1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

ア 目指すべき研究の方向と研究水準 ア 目指すべき研究の方向と研究水準に関する具体的方策

Ｍ０３０ (ｱ) 地域医療に貢献する研究を推進し、 Ｋ０７３ (ｱ)－１ 和歌山県で重点的に取り組まなければならない疾病構造の改善、診療活動の改善、
人々の健康福祉の向上に寄与する。 疾病の予防につながる研究を行う。

Ｋ０７４ (ｱ)－２ 疾病の原因、診断、予防について医学及び保健看護学の研究を行い、診療活動の
場において、医療及び保健看護の質の向上に貢献する。

Ｍ０３１ (ｲ) 独創性に富み国際的に高く評価さ Ｋ０７５ (ｲ)－１ 創薬、診断及び治療方法などについての臨床研究、先端医療の研究を行う。
れる研究水準を目指し、基礎医学及
び臨床医学の連携による、先端的で Ｋ０７６ (ｲ)－２ 講座の枠を超えて、基礎医学と臨床医学の連携による、より幅の広い医学研究の
学際的かつ学融合的な分野の研究を 推進を図る。
推進する。

Ｋ０７７ (ｲ)－３ 基礎的研究を重視し、これを推進する。

イ 成果の社会への還元 イ 成果の社会への還元に関する具体的方策

Ｍ０３２ 大学の研究成果を広く社会に発信し、 Ｋ０７８ (ｱ) 医学及び保健看護学及び助産学の研究成果を、地域産業の活性化、健康福祉、公衆衛
県民の健康福祉の向上に寄与するとと 生活動に展開させるため、研究成果、業績等の知的財産を公開するとともに、本学教員
もに、産業界、ＮＰＯその他の民間団 による各種の研修会での講演や地域活動などを行う。
体等における応用を推進する。

Ｋ０８１ (ｲ) 寄附講座、受託研究、企業との共同研究を拡大する。

(2) 研究実施体制等の整備 (2) 研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

ア 研究体制 ア 研究体制に関する具体的方策

Ｍ０３３ 独創性が高く、社会的要請の高い研 Ｋ０８２ (ｱ) 大学が重点的に取り組む領域や研究分野を選定し、これに重点的・弾力的に人員を配
究に即応できる研究者の確保や配置並 置する。
びに組織的な研究ができる体制を目指
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す。 Ｋ０８３ (ｲ) 公募により、より優秀な指導的研究者の確保に努める。

Ｋ０８４ (ｳ) 研究の活性化を検討する委員会の設置など、多くの医療人が研究に参画できる体制を
構築する。

Ｋ０８５ (ｴ) 知的財産の創出の支援、取得、管理及び活用を行う組織を設置する。

イ 研究環境 イ 研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

Ｍ０３４ 多様な研究者が、それぞれの能力を Ｋ０８６ (ｱ) 研究の支援体制を整備するために、共同研究等の施設の拡充を検討する。
十分発揮するために必要な研究環境の
整備に努める。 Ｋ０８７ (ｲ) 研究機器及び備品の効果的 7 な整備拡充、先端医学研究所の充実を図る。

ウ 研究の質の向上 ウ 研究の質の向上につなげるための具体的方策

Ｍ０３５ (ｱ) 個々の研究者が行う研究のほか、 Ｋ０８８ (ｱ) 学内重点研究課題を選定し、学部、講座、研究室等の枠を超えた横断的プロジェクト
知的な成果の結集を図り目標を定め 研究を推進する。
て行う組織的な研究を推進する。

Ｍ０３６ (ｲ) 研究者がより意欲的に研究に取り Ｋ０８９ (ｲ) 教員の研究の水準・成果を検証するため、研究活動の評価を定期的に実施し、かつ公
組むことができるような評価制度を 表する。それに基づき、質の高い研究を資金面などで支援する制度を導入する。
検討し、実施する。

エ 研究資金の獲得及び配分 エ 研究資金の獲得及び配分に関する具体的方策

Ｍ０３７ 競争的研究費及び外部資金の獲得に Ｋ０９０ (ｱ) 研究を推進するための組織を設置し、競争的研究費の獲得や受託事業等の受入れによ
努め、適正な資金配分に努める。 る外部資金の獲得について、毎年度１０％の増加を図るとともに、学外との共同研究を

企画・立案する。

Ｋ０９１ (ｲ) 全国的な共同研究への参加を推進する。

Ｋ０９２ (ｳ) 横断的プロジェクト研究への重点的な資金配分を行う。

Ｋ０９３ (ｴ) 萌芽的研究にも資金配分し、プロジェクト研究へ発展させることを目指す。
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Ｋ０９４ (ｵ) 外部資金による新規の研究分野を検討する。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

３ 附属病院に関する目標 ３ 附属病院に関する目標を達成するための措置

(1) 教育及び研修機能の充実 (1) 教育及び研修機能を充実するための具体的方策

Ｍ０３８ ア 大学附属病院として、医学部・保健 Ｋ０９５ ア－１ 本学の特色ある診療科・診療単位、中央部門等の特徴を活かした臨床教育の場を提
看護学部の学生に、幅広く充実した臨 供する。
床教育及び実習の場を提供する。

Ｋ０９６ ア－２ 臨床の場において、患者や医療関係者の立場を理解し、患者本位の医療や円滑なチ
ーム医療を推進できるよう、学生の人格形成を図るための教育及び実習等を行う。

Ｍ０３９ イ 卒後臨床研修及び看護師の卒後教育 Ｋ０９８ イ－１ 専門職としての実践能力及び高い総合診療能力を有する医師の育成を目指し、卒後
など附属病院における医療従事者への 臨床研修プログラムの充実を図る。
研修・実習の充実を図る。

Ｋ０９７ イ－２ 卒後臨床研修センターを中心として、臨床研修協力病院との連携を深めた研修シス
テムを充実する。

Ｋ０９９ イ－３ 臨床の実践能力向上を図るため、看護師の卒後研修体制を確立する。

Ｋ１００ イ－４ 積極的に外部講師等を招聘し、医療従事者等への教育・研修内容の充実を図る。

Ｍ０４０ ウ プライマリケア、地域医療の充実や Ｋ１０１ ウ－１ プライマリケア及び総合診療教育を充実させ、地域医療を担う医師、看護師、コ・
高齢者医療の充実、介護・福祉との連 メディカルスタッフの育成を図る。
携などの医療課題への対応に必要な総
合診療能力を育成するため、地域の医 Ｋ１０２ ウ－２ 高齢者医療や地域に多い疾病等本県が抱える医療の課題をふまえ、介護・福祉との
療機関や福祉施設等（以下「地域の関 連携を図りながら卒後初期及び後期臨床研修の内容の充実を図る。
係施設」という。）とも連携しながら、
卒後教育の充実を図る。

（注）プライマリケア：患者との継続した関係
を築き、家族と地域の広がりの中で診療
することに責任を持つ臨床医によって提
供される総合的なヘルスケア

Ｍ０４１ エ 地域の関係施設と適切に連携し、及 Ｋ１０３ エ－１ 平成１８年度に地域連携室を設置し、地域医療機関との診療連携や診療情報の提供
び協力しながら、広く医療従事者に対 により、地域医療の質の向上に努める。
する研修・実習の機会を提供していく。
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Ｋ１０４ エ－２ 県内の医療専門職員の育成と能力向上を図るため、コ・メディカルスタッフの教育
及び研修の受入れを行う。

(2) 研究の推進 (2) 研究を推進するための具体的方策

Ｍ０４２ ア 高度医療の推進に対する県民の期待 Ｋ１０５ ア－１ 和歌山県で重点的に取り組まなければならない疾病構造の改善、診療活動の改善、
に応え、難治性疾患等の原因解明や新 疾病の予防につながる研究を行う。（研究から再掲）
しい診断及び治療の方法の開発等を一
層進めるとともに、既存の方法の科学 Ｋ１０６ ア－２ 疾病の原因、診断、予防について医学及び保健看護学の研究を行い、診療活動の場
性及び有効性を検証する研究を行う。 において、医療及び保健看護の質の向上に貢献する。（研究から再掲）

Ｋ１０７ ア－３ 創薬、診断及び治療方法などについての臨床研究、先端医療の研究を行う。（研究
から再掲）

Ｍ０４３ イ 質の高い治験を倫理的かつ科学的に Ｋ１０８ イ－１ 平成１８年度に臨床研究管理センターを設立し、薬剤師、看護師等による治験コー
適正に実施し、新しい治療法の進展を ディネーター業務を行い、幅広く治験による新薬開発に貢献する。
もたらし、医療や医学の発展に貢献す
る。 Ｋ１０９ イ－２ 治験の実施に当たっては、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」に基づき、患

者の権利の擁護に努める。

Ｍ０４４ ウ 患者本位の医療のあり方についての Ｋ１１０ ウ 医療の実践を通じた患者本位の安心できる医療の実現のため、医療現場の課題を抽出し、
研究と医療マネジメント的側面からの その解決方法やチーム医療のあり方等を検討し、安全かつ最適な管理体制の確立を目指す。
研究を推進し、医療の質の向上に努め
る。

(3) 地域医療への貢献と医療の実践 (3) 地域医療への貢献と医療の実践を達成するための具体的方策

Ｍ０４５ ア 地域医療の中核機関として高度医療 Ｋ１１１ ア－１ 高度医療に貢献するため、医師及びコ・メディカル等の教育研修制度を確立する。
の充実に引き続き努めるとともに、先
端的医療を実践する。 Ｋ１１２ ア－２ 先端的医療機器の導入、医療技術の開発を促進する。

Ｍ０４６ イ 患者に信頼される患者本位の立場を Ｋ１１３ イ－１ 患者の人格と命の尊厳を重んじる病院スタッフを育成する。
再確認し、より良質な医療を実践する。

Ｋ１１４ イ－２ 患者が受診しやすいよう、診療科の枠を超えた臓器別・系統別の診療体制の整備、
分かりやすい診療科名の表示を推進する。
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Ｋ１１５ イ－３ 附属病院本院では、平成１９年度末までに財団法人日本医療機能評価機構等の認定
を取得する。

Ｋ１１６ イ－４ 患者個人情報など医療情報セキュリティ体制の強化を図りながら、診療実績（手術
件数、生存率等）を積極的に公開する。

Ｋ１１７ イ－５ 栄養管理はもとより、患者の病態に応じた質の高い病院給食を提供する。

Ｋ１１８ イ－６ 平成１８年度に地域連携室を設置し、地域の医療機関との連携を推進するとともに
相談員を配置し「患者相談窓口」機能の充実を図る。

Ｍ０４７ ウ 県行政及び地域の医療機関との連携 Ｋ１１９ ウ－１ ドクターヘリの運航継続と救命救急センターの機能強化により、県内の救急医療の
及び交流により、救急医療、災害医療、 地域間格差の是正に寄与する。
へき地医療等の各医療体制の充実を支
援する。 Ｋ１２０ ウ－２ 基幹災害医療センター（総合災害医療センター）として「和歌山県地域防災計画」

に基づく医療活動を行うとともに関係医療機関を支援する。

Ｋ１２１ ウ－３ 本県へき地医療の包括的な支援について、県福祉保健部との連携を図り、へき地診
療所の診療支援等を推進する。

Ｋ２１２ ウー４ 「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定要件を検証し、必要な診療体制、研修体
制、情報提供体制等を検討し、指定を目指す。

(4) 医療安全体制の充実 (4) 医療安全体制の充実に関する具体的方策
Ｍ０４８

安全で質の高い医療を提供するため Ｋ１２２ ア 医師、看護師、薬剤師等、医療スタッフの配置により医療安全推進部の体制強化を図る。
の管理体制を確立するとともに、職員
の安全管理に対する感性を高める。 Ｋ１２４ イ リスクマネージャー会議の推進を図るとともに、院内巡回指導を実施し、各所属のリス

クマネージャーの活動を強化する。

Ｋ１２３ ウ 医療安全管理体制の透明性、公平性の確保を図るため、外部委員を必要に応じて導入す
る。

Ｋ１２５ エ 医療安全への取組及び医療事故等の状況（経緯や改善策等）についての情報を積極的に
公表する。

(5) 病院運営 (5) 病院運営に関する具体的方策
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ア 病院業務を円滑に実施するための管 Ｋ１２６ ア－１ 診療科、中央診療部門、看護部門及び事務組織の再編成を行い、診療機能・診療支
Ｍ０４９ 理運営の在り方について十分検討し、 援機能を点検し、充実を図る。

その結果を病院運営に反映させる。
Ｋ１２７ ア－２ 病院医療水準の向上を目指し、患者によるサービスの評価、地域要望を取り入れる

体制を構築し、病院機能の向上に努める。

Ｋ１２８ ア－３ 地域社会との交流を図るため、ボランティアの受入れを積極的に拡充する。

イ 健全な病院経営の確立のため、業務 Ｋ１２９ イ－１ 平成２０年度末までに病院経営をより効率的に進めるための機能的な組織体制を整
Ｍ０５０ の効率化と財務内容の改善を図る。 備する。

Ｋ１３０ イ－２ 平成１８年度末までに適正な物品管理システムを整備し、医療材料の在庫の縮小と
効率的な物品管理を行う。

Ｋ１３１ イ－３ 診療科別や部門別の診療実績や収支等を勘案した職員の再配置を行い、効率的・機
能的な病院組織への再編整備を実施する。

Ｋ１３２ イ－４ 部門毎の業務を点検し、アウトソーシングの推進などにより、運営コストの削減に
努める。

Ｋ１３３ イ－５ 健全な病院経営を推進するため、前年度の実績を踏まえ、病床の利用状況や患者の
在院日数等を検証し、効果的な運用を図るとともに、医療技術の進歩及び医療制度改革に
応じた医業収入を確保するよう努める。

(6) 附属病院本院と同紀北分院の役割分担 (6) 附属病院本院と同紀北分院の役割分担及び連携強化を達成するための具体的方策
及び連携

Ｍ０５１ ア 附属病院本院における高度医療・専 Ｋ１３４ ア 附属病院本院及び附属病院紀北分院の情報の共有化や相互の医師、看護師をはじめとす
門的診療による医師及び看護師の育成 る全職員の交流を活発化する。
と、附属病院紀北分院における地域医
療・総合的診療による医師及び看護師
の育成など役割分担のもと相互の連携
を図る。

Ｍ０５２ イ 附属病院紀北分院については、高齢 Ｋ１３５ イ 平成１８年度中に紀北分院整備基本構想（マスタープラン）を策定し、高齢者医療、リ
者医療、リハビリセンター等の地域特 ハビリテーション医療等を軸として地域特性を踏まえた機能の充実を図る。
性を踏まえた機能の充実を図る。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

４ 地域貢献に関する目標 ４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置

Ｍ０５３ (1) 県行政及び地域の医療機関との連携 Ｋ１３６ (1)－１ 平成１８年度中に全学的な地域医療支援組織を構築し、地域の医療機関の連携、
及び交流により、救急医療、災害医療、 協力体制を支援する。
へき地医療等の各医療体制の充実を支
援するとともに、地域における医師を Ｋ１３７ (1)－２ ドクターヘリの運航継続と救命救急センターの機能強化により、県内の救急医療
はじめとする医療従事者の充実に寄与 の地域間格差の是正に寄与する。（附属病院から再掲）
する。

Ｋ１３８ (1)－３ 自然災害、事故災害又は公衆衛生上重大な危害が発生した場合、基幹災害医療セ
ンターとして医療救護チームの派遣等、迅速かつ適切な対応を図ることとする。

Ｋ１３９ (1)－４ 本県へき地医療の包括的な支援について、県福祉保健部との連携を図り、へき地
診療所の診療支援等を推進する。（附属病院から再掲）

Ｋ２１３ (1)－５ 「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定を目指し、がん診療の支援を行う医師
の派遣に取り組み、地域医療機関との連携を図る。

Ｍ０５４ (2) 大学の研究成果を広く社会に発信し、 Ｋ１４０ (2)－１ 医学及び保健看護学及び助産学の研究成果を、地域産業の活性化、健康福祉、公
産業界、NPO その他の民間団体等との 衆衛生活動に展開させるため、研究成果、業績等の知的財産を公開するとともに、本学
協力・連携を通じて研究成果の応用を 教員による各種の研修会での講演や地域活動などを行う。（研究から再掲）
推進する。

Ｋ１４３ (2)－２ 寄附講座、受託研究、企業との共同研究を拡大する。（研究から再掲）

Ｍ０５５ (3) 地域に開かれた大学として、広く医 Ｋ１４４ (3)－１ 地域医療関係者の資質向上を図るため、最新の研究成果等の情報及び研修の機会
療従事者に対する研修・実習の機会を を提供する。
提供する。

Ｍ０５６ (4) 地域住民への生涯学習の機会を提供 Ｋ１４５ (4)－１ 地域住民の健康福祉の向上に資するため、民間企業等とも連携し、県民を対象と
し、健康福祉の向上への意識高揚に努 した公開講座等各種の学習機会を年間１０回以上提供する。
める。

Ｋ１４６ (4)－２ 県内の小・中・高等学校等との連携を推進し、教育活動や健康増進のための保健
活動等を行う。
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Ｍ０５７ (5) 医療系大学の特性を活かして、県及 Ｋ１４７ (5)－１ 県や市町村との連携の下に、保健医療施策や福祉施策の立案等に参画する。
び市町村等の行政が実施するプロジェ
クトに参画する。 Ｋ１４８ (5)－２ 地域の保健医療機関等と連携し、地域の特色を活かした健康づくりを推進するこ

とにより、「和歌山ならではの健康文化」を創造し、全国に発信する。

５ 産学官の連携に関する目標 ５ 産官学の連携に関する目標を達成するための措置

Ｍ０５８ 産学官の連携については、大学の特 Ｋ１４９ (1) 産業界、行政、民間団体等との連携（以下「産官学民連携」という。）を推進する体制
性を活かし、基本的な理念や方針を明 を平成１８年度に整備し、外部資金に関する情報収集、情報提供を行う部署を設ける。
確にし、主体的かつ戦略的に取り組む。

Ｋ１５０ (2) 学外研究者や産業界等と共同研究事業及び受託研究事業を推進するため、大学側から
積極的な研究課題の提案を行う。

Ｋ１５１ (3) 産官学民連携による新技術や研究成果の発信を行う。

Ｋ１５２ (4) 他大学との単位互換制度及び講義・実習における提携等を推進し、県内の高等教育機
関との連携の強化を図る。

６ 国際交流に関する目標 ６ 国際交流に関する目標を達成するための措置
Ｍ０５９

外国の大学や研究機関等との連携及 Ｋ１５３ (1) 大学及び大学院の研究活動、学費、学生生活等に関する情報を適切に提供する。（再掲）
び交流を推進することにより、大学機
能の活性化を図る。 Ｋ１５４ (2) 平成１８年度中の国際交流センターの設置も視野に入れて、外国人研究者、留学生の

受入れ体制、修学支援体制を整備する。（再掲）

Ｋ１５５ (3) 教育・研究・医療の向上を図るため学生、教職員の海外研修を行う。

Ｋ１５６ (4) 海外の大学等との学術交流を推進するとともに、諸外国の大学等との交流協定を締結
する 。（再掲）

Ｋ１５７ (5) 国際的な医療活動や医療技術支援を推進する。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
目標

１ 運営体制の改善に関する目標 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

Ｍ０６０ (1) 理事長を中心として、機能的かつ効 Ｋ１５８ (1)－１ 理事がそれぞれの専門分野の立場から理事長を補佐し、理事長がリーダーシップ
果的な大学運営を実現する。 を発揮できる組織を構築する。また、法人の経営的基盤の強化を図るため、理事長のリ

ーダーシップの下、経営審議会及び事務組織が経営戦略に対して専門性の高い組織とし
て機能する体制を確立する。

Ｋ１５９ (1)－２ 学部教育の充実と学部運営の活性化を図るため、大学における教育研究審議会と
教授会がそれぞれの役割を果たすことによって、機動的、戦略的な運営を行うことがで
きるように、両組織の位置付けを明確にする。

Ｋ１６０ (1)－３ 円滑な大学運営に必要な情報収集機能を高め、教員と事務職員が一体化して大学
運営に積極的に取り組んでいく体制を確立する。

Ｋ１６１ (1)－４ 理事長、副理事長及び理事は、大学が現有する物的人的資源を把握し、法人の実
務に有効活用できる方法を確立する。

Ｋ１６２ (1)－５ 学外から広く斬新な意見を取り入れるため、理事、経営審議会及び教育研究審議
会に学外の専門家を含める。

Ｋ１６３ (1)－６ 事務組織に監査担当部署を設置し、監事監査及び会計監査人監査の事務を所掌す
るとともに、内部監査機能の充実を図る。

Ｍ０６１ (2) 県民の健康福祉の向上のため、地域 Ｋ１６４ (2)－１ 医療関係者の資質の向上を図るための施策を推進し、優れた医療人を育成し、地
における医師をはじめとする医療従事 域の保健・医療・福祉の各機関へ適切な人材を輩出する。
者の充実に寄与するための全学的な地
域医療支援組織を構築する。 Ｋ１６５ (2)－２ 県民の医療ニーズ、地域の医療事情に対応して、県内の医療機関の適正な医師配

置を実現するため、平成１８年度中に全学的な地域医療支援組織を設置する。
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２ 教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

Ｍ０６２ 学術研究の動向や社会の要請等に適 Ｋ１６６ (1) 理事会、教育研究審議会及び各教授会が有機的に連携し、教育研究全体の活性化につ
切に対応し、大学の個性化を図るため、 ながるよう組織体制を再編する。
大学の教育研究組織については、柔軟
かつ機動的に編成する。 Ｋ１６７ (2) 学部教育、大学院教育及び専攻科教育を充実発展させるため適正な教員の配置を行う。

また、学内の各種の委員会等の業務の効率化を進め、良好な教育研究環境の創出を行う。

３ 人事の適正化に関する目標 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置

Ｍ０６３ (1) 優れた人材を確保するための多様な Ｋ１６８ (1)－１ 任期制度の導入を推進する。
任用制度の導入及び水準の高い教育・
研究・医療を実現するための柔軟な人 Ｋ１６９ (1)－２ 全職種について職員の評価制度を確立し、職員の意欲の向上、教育・研究・医療
事システム等を検討する。 の質の向上を図る。

Ｋ１７０ (1)－３ 変形労働時間制や裁量労働制、短時間勤務など、多様な勤務形態等の導入を推進
する。

Ｋ１７１ (1)－４ 公募制を拡大する。

Ｋ１７２ (1)－５ 平成２２年度までに女性教員の割合を２０％以上とすることを目指し、育児代替
教員制度や離職教員の復職制度、学内託児施設の拡充等、働きやすい環境の整備に努め
る。また、外国人教員についても、採用を促進する方策を検討する。

Ｋ１７３ (1)－６ 臨床教授制度や客員教授制度等、学外の優れた人材の活用を促進する制度の拡充
を図る。

Ｍ０６４ (2) 教職員の能力の開発・向上や専門性 Ｋ１７４ (2)－１ 教職員の能力開発、能力向上及び専門性等の向上に資するための計画的な研修機
等の向上に資するため人材育成制度の 会の充実を図る。
充実を図る。

Ｋ１７５ (2)－２ 組織及び教職員個々の活性化のため、他機関との人事交流を積極的に行う。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

Ｍ０６５ 法人における主体的な大学改革の推 Ｋ１７６ (1) 効果的かつ効率的な大学運営を行うため、事務処理の迅速化及び簡素化を目指した業
進や教育・研究・医療など大学機能の 務の見直しを行う。
一層の充実を図るため、法人経営と教 また、大学運営に必要な情報収集と分析能力の強化を図るため、企画及び経営戦略の専
学の双方に精通した高度な専門性を有 門部署を設置する。
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する事務組織の構築を目指すとともに、 さらに、大学運営に関する専門性の向上を図るため、専門知識の習得や研修体制を確立
効果的かつ効率的な法人経営に努める。 するとともに、専門職員の導入を行う。

Ｋ１７７ (2) 法人業務の円滑な運営を見据え、人的資源を有効に活用するための一方策として、業
務の外部委託を実施する。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

第４ 財務内容の改善に関する目標 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
に関する目標

Ｍ０６６ 科学研究費補助金、共同研究・受託 Ｋ１７８ (1) 科学研究費補助金、共同研究、受託研究、奨学寄附金等外部資金に関する情報収集、
研究等の外部研究資金その他の自己収 情報提供を行う部署を設けるとともに、研究を推進・支援するための具体的な方策を企
入の増加を図る。 画・立案し、外部資金の獲得について、毎年度１０％の増加を図る。

Ｋ１７９ (2) 知的財産の一元管理を行う部署を設け、有効な活用方法について検討する。

Ｋ１８０ (3) 外部資金に関する情報収集、情報提供を行う部署を設け、共同研究、受託研究、奨学
寄附金等外部資金の受入れ手続きの整備を図る。

Ｋ１８１ (4) 学生納付金や各種手数料について適切な額を設定するとともに、新たな自己収入確保
のための方策についても検討する。

Ｋ１８２ (5) 健全な病院経営を推進するため、前年度の実績を踏まえ、病床の利用状況や患者の在
院日数等を検証し、効果的な運用を図るとともに、医療技術の進歩及び医療制度改革に
応じた医業収入を確保するよう努める。（附属病院から再掲）

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

Ｍ０６７ 予算を効率的に執行するため、財務 Ｋ１８３ (1) 経営状況や管理的経費を分析し、管理的経費の年間１％削減を目指す。また、適正な
状況の分析を行い、管理的経費の見直 業務実績の評価に基づき、人や資金を効率的に配分し、学内の資源を有効に活用する。
し及び節減に努め、財務内容の向上を
図る。 Ｋ１８４ (2) 医療材料、医薬品等の現状を分析し、購入方法の見直しを図り、経費を削減する。

Ｋ１８５ (3) 管理的経費抑制の観点から、事務等の組織を見直すとともに、外部委託可能な業務に
ついて検討する。
また、多様な雇用形態を採用し、人件費の抑制を推進する。

Ｋ１８６ (4) 経費節減のため、教職員への意識啓発を行う。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
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Ｍ０６８ 資産状況を把握し、効率的かつ効果 Ｋ１８７ (1) 専門家の助言を得ながら、効率的な資産の一元管理と運用を行い、その具体的方策を
的な資産運用を図ることにより経営の 立てる。
向上を図る。 また、資産運用に際しては、危機管理対策に十分配慮したものとする。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の 第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に
状況について自ら行う点検及び評価並び 係る情報の提供に関する目標 を達成するための措置
に当該状況に係る情報の提供に関する
目標

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

Ｍ０６９ 自己点検・評価や第三者評価等を行 Ｋ１８８ (1) 教育及び研究等の諸活動の達成度を点検し、評価するために、情報収集及び分析能力
うことにより、大学の教育研究活動の の向上を図る。
客観性及び透明性を高め、その結果を
大学運営の改善と活性化に反映させる Ｋ１８９ (2) 学部、大学院研究科、専攻科、附属病院が、それぞれ独自に自己点検・評価を実施す
とともに、これを公表し、社会への説 る。
明責任を果たす。 Ｋ１９０

(3) 平成２０年度中に財団法人大学基準協会の相互評価を受ける。また、附属病院本院で
は、平成１９年度末までに財団法人日本医療機能評価機構の認定を取得する。

Ｋ１９１

(4) 自己点検・評価の結果を公表し、第三者評価等の結果を各部門にフィードバックして
継続的に各業務の改善を図ることができるシステムを構築する。

Ｋ１９２

(5) 教育・研究・医療に業績のあった組織、優秀な教職員を表彰する制度を導入する。

２ 情報公開等の推進に関する目標 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

Ｍ０７０ (1) 県民への説明責任を果たし、県民に Ｋ１９３ (1)－１ 広報誌、ホームページ等の点検や見直しを行うなど、県民等にわかりやすい広報
一層開かれた大学を目指すため、法人 のあり方を検討するとともに、学内外へ積極的に情報を提供する。
の業務等の状況について、積極的に情
報を公開する。 Ｋ１９４ (1)－２ 学部学生、大学院生、専攻科生及び教職員等の確保のため、処遇や進路について、

広報活動の充実を図る。

Ｋ１９５ (1)－３ 教育研究活動、管理運営、財務内容等の情報を一元的に管理し、社会の求めに応
じて適宜情報を提供する。
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Ｍ０７１ (2) 個人情報の保護の重要性を認識し、 Ｋ１９６ (2) 個人情報の取扱いについては、和歌山県個人情報保護条例に基づき、適切な文書管理
個人情報の取扱いに当たっては、個人 及びデータベース管理に必要な措置を講じる。
の権利利益を侵害することのないよう
適正に取り扱う。
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識別番号 中期目標 識別番号 中期計画

第６ その他業務運営に関する重要目標 第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

１ 施設及び設備の整備・活用等に関する目 １ 施設及び設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置
標

Ｍ０７２ (1) 施設及び設備については、長期的な Ｋ１９７ (1)－１ 施設及び設備の整備計画、医療機器や研究機器等の購入計画を策定し、教育・研
視点に立ち、教育・研究・医療の各活 究・医療環境の整備・充実を進める。
動における施策を踏まえて必要性を検
討し、計画的な整備に努める。附属病
院紀北分院については、大学内及び地 Ｋ１９８ (1)－２ 附属病院紀北分院については、地元との連携を図りながら適切な医療規模、必要
域医療における役割分担を果たせるよ な診療機能等を調査検討し、中期計画期間中に医療環境整備を行う。
う医療環境の整備を図り、健全な病院
経営に努める。

Ｋ１９９ (1)－３ 施設及び設備の整備に当たっては、資金調達の方法、効率的及び効果的な整備手
法を検討する。

Ｋ２００ (1)－４ 施設及び設備の整備・充実を行う場合、耐震機能、安全性及び利便性に配慮した
ものとする。

Ｍ０７３ (2) 既存の施設及び設備の有効活用を推 Ｋ２０１ (2) 既存の施設及び設備の利用・整備状況を調査点検し、共同利用や産官学民連携による
進するとともに、適正な維持管理に努 利用などの有効活用を図るとともに、適正な維持管理を行う。
める。

２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

Ｍ０７４ (1) 患者、訪問者、学生、職員及び周辺 Ｋ２０２ (1)－１ 労働安全衛生法を踏まえた適正な安全管理体制を整備する。
地域の住民の安全・衛生の確保のため、
適正な体制整備を行い、組織を挙げた Ｋ２０３ (1)－２ 学内施設等の安全対策の実施状況を点検し、整備に努める。
取組を進める。

Ｋ２０４ (1)－３ 学生等に対する環境保全及び安全衛生教育等を推進する。

Ｍ０７５ (2) 天災、人災等不測の事態への対応等 Ｋ２０５ (2) 自然災害や事故等が発生した場合の対応マニュアルについては、訓練を通じて検証を
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多岐にわたる危機管理体制を確立する。 行い絶えず見直していくとともに、職員一人ひとりの危機管理意識を向上させ、不測の
事態に迅速かつ適切な対応ができるよう研修・訓練を重ねていく。

３ 基本的人権の尊重に関する目標 ３ 基本的人権の尊重に関する目標を達成するための措置

Ｍ０７６ 基本的人権を尊重した教育研究及び Ｋ２０６ (1) 人権及び生命倫理に関する知識の修得を図り、人権意識を高めるために人権・同和対
職場の環境を構築するとともに、教育 策推進協議会を中心に定期的な講習会の開催をおこなう。
研究や医療に当たっては、常に人権の
尊重を念頭においた取組を行う。さら Ｋ２０７ (2) 教職員の服務規律を定め、行動規範の周知を図る。
に、法人は、人権に関わりの深い業務
を担っていることから、職員に対する Ｋ２０８ (3) 来院者、入院患者の人権相談等に対応できる窓口を設置する。
研修を行うとともに、県民に対しても
必要な情報の発信に努める。 Ｋ２０９ (4) 全学に職場研修委員を配置し、人権啓発の推進に取り組む。

Ｋ２１０ (5) 学生、教職員を対象にセクシュアル・ハラスメント等の人権侵害に対応する相談員を
配置する。

Ｋ２１１ (6) 研究や医療行為については、国際基準や国の倫理指針に準拠して実施されるよう、教
職員の啓発を行うとともに、倫理に関する審査体制を点検し、継続的に充実を図る。
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識別番号 中期計画

第７ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

別紙参照

第８ 短期借入金の限度額

１０億円

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第１０ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究・医療の質の向上及び組織運営の改善
に充てる。

第１１ その他

１ 施設及び設備に関する計画

各事業年度の予算編成過程等において決定する。

２ 人事に関する計画

人事に関する計画を策定し、適正な人事管理を行う。
・任期制度の導入を推進する。
・職員の評価制度を確立する。
・多様な勤務形態の導入を推進する。
・公募制を拡大する。
・女性教員や外国人教員の採用を促進する。
・学外教員制度の拡充を図る。
（参考）中期計画期間中の人件費見込み
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７３,３３５百万円（退職手当は除く）

３ 積立金の処分に関する計画

なし
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（別紙）
予 算

平成１８年度～平成２３年度予算
（単位：百万円）

区 分 金額
収 入

運営費交付金 23,630
自己収入 118,573
授業料及び入学金、検定料収入 3,636
附属病院収入 111,103
雑収入 3,834
産学連携等収入及び寄附金収入 3,317
長期借入金収入 4,422

計 149,944
支 出

業務費 140,265
教育研究経費 21,736
診療経費 107,071
一般管理費 11,457
財務費用 96
施設整備費等 4,422
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 3,317
長期借入金償還金 1,842

計 149,944

［積算に当たっての基本的な考え方］
※ 平成１８年度の額を基礎として、平成１９年度以降の予算額を試算している。
※ 運営費交付金は、中期目標期間当初は積み上げ方式によるものとし、平成１８年度の額

を基礎として毎事業年度１％ずつ減額し、中期目標期間中２３，６３０百万円の交付を
受ける見込みとして計上している。

平成１８年度運営費交付金 ＝ 事業経費 － 自己収入
また、運営費交付金は一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費

交付金については、予算編成過程において決定される。
なお、運営費交付金の算定には、診療報酬改定の影響は考慮されていない。
平成１８年度は、診療報酬改定の影響による大幅な附属病院収入の減収を見込み、経

営努力による診療経費削減で対応することとして計上している。
※ 大規模な施設及び設備の整備や改修等は、設立者と別途協議することとし、計上してい

ない。
※ 今後の診療報酬改定等の大きな社会変動があった場合は、設立者と別途協議することと

し、計上していない。
※ 表中における計数は、それぞれ切り捨てによっているので、合計とは一致しない場合が

ある。

［人件費の見積り］
中期目標期間中７３，３３５百万円を支出する。（退職手当を除く）
※ 退職手当については、公立大学法人和歌山県立医科大学職員退職手当規程に基づいて支

給するが、運営費交付金として措置される額については、翌年度の予算編成過程におい
て、前年度の実績に応じて再計算して算定される。

収支計画

平成１８年度～平成２３年度収支計画
（単位：百万円）

区 分 金額
費用の部 148,261

経常費用 148,261
業務費 142,992

教育研究経費 5,932
診療経費 56,777
受託研究費等 737
役員人件費 446
教員人件費 24,861
職員人件費 52,637
一般管理経費 1,598

財務費用 96
雑損 178
減価償却費 4,994

臨時損失 －

収益の部 149,926
経常収益 149,926
運営費交付金収益 23,006
授業料収益 3,015
入学金収益 492
検定料収益 128
附属病院収益 111,103
受託研究等収益 737
寄附金収益 2,387
雑益 3,834
資産見返運営費交付金等戻入 538
資産見返物品受贈額戻入 1,968
物品受贈益 178
債権受贈益 2,534
臨時利益 －

純利益 1,665
総利益 1,665

［純利益について］
※ 診療収入等に関する債権受贈益等の影響により純利益が生じている。
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資金計画

平成１８年度～平成２３年度資金計画
（単位：百万円）

区 分 金額
資金支出 151,120

業務活動による支出 143,942
投資活動による支出 5,238
財務活動による支出 1,939
翌年度（次期中期目標期間）への繰越金 0

資金収入 151,120
業務活動による収入 146,697

運営費交付金による収入 23,630
授業料及び入学金検定料による収入 3,636
附属病院収入 111,103
受託収入 737
寄附金収入 2,579
その他の収入 5,009

投資活動による収入 －
財務活動による収入 4,422

施設費貸付金による収入 4,422
前年度（前中期目標期間）よりの繰越金 －
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第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織
２ 教育研究上の基本組織（別表）

中 期 目 標 中 期 計 画

別表（学部、研究科、専攻） 別表
科

学 医学部 平 医学部 ３６０人
部 保健看護学部 成 保健看護学部 ２５６人

18
研 医学研究科 年 医学研究科 １７４人（うち修士課程 ２８人）
究 保健看護学研究 度 （ 博士課程１４６人）
科 科 平 医学部 ３６０人

成 保健看護学部 ３３６人
専 助産学専攻科 19
攻 年 医学研究科 １８５人（うち修士課程 ２８人）
科 度 （ 博士課程１５７人）

平 医学部 ３８５人
成 保健看護学部 ３３６人
20 医学研究科 １９６人（うち修士課程 ２８人） ＊保健看護学研究科１２人
年 （ 博士課程１６８人） （うち修士課程１２人）
度 助産学専攻科 １０人
平 医学部 ４２０人
成 保健看護学部 ３３２人
21 医学研究科 １９６人（うち修士課程 ２８人） ＊保健看護学研究科２４人
年 （ 博士課程１６８人） （うち修士課程２４人）
度 助産学専攻科 １０人
平 医学部 ４５５人
成 保健看護学部 ３２８人
22 医学研究科 １９６人（うち修士課程 ２８人） ＊保健看護学研究科２４人
年 （ 博士課程１６８人） （うち修士課程２４人）
度 助産学専攻科 １０人
平 医学部 ４９０人
成 保健看護学部 ３２８人
23 医学研究科 １９６人（うち修士課程 ２８人） ＊保健看護学研究科２４人
年 （ 博士課程１６８人） （うち修士課程２４人）
度 助産学専攻科 １０人
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（用語解説）

２頁
○情報リテラシー：

情報及び情報手段を主体的に選択して活用していくための個人の基礎的な能力

○チーム医療：
医療は医師・看護師をはじめとする多くの医療関連職種のチームワークによって推進
されるべきことを示す概念

○インフォームドコンセント：
医師が行う診療行為を患者によく説明し、患者がその説明をよく理解し、納得し、合
意したうえで、医師は医療行為を行うこと

○緩和医療（＝緩和ケア）
治癒目的の治療効果が期待できなくなった場合のケアで、延命を図る治療ではなく、
痛みの緩和やそのほかの不快な症状のコントロールのみならず、精神的、社会的なケ
ア等、重要な要素とされる。

３頁
○生命倫理（bioethics）

臓器移植、生殖医療、遺伝子医療など、新しい医療技術が臨床の現場に導入されるの
に伴って起こってくるさまざまな倫理的な問題を包含する。

○医の倫理（medical ethics）＝医療倫理
医療技術を身につけたことへの感謝と奉仕の精神。患者の利益のみを考え、平等に診
療すること、患者個人に関することの秘密を守ること等を含む。

○入試・教育センター
和歌山県立医科大学では、平成１６年度から入試・教育センターを設置し、運営して
いる。

業務：入学試験、大学入試センター試験、学生の成績追跡調査・分析、
大学説明会、オープンキャンパスに関すること、学生教育の充実等

４頁
○オープンキャンパス

大学等が受験生を対象に学校説明会を開いたり、見学・模擬講義等を体験させる。

○準備教育モデル・コア・カリキュラム
医師・歯科医師にとって必要な資質を養成するための教育として、専門教育の準備教
育として位置付けられる教養教育についての基本的な事項

○医学教育モデル・コア・カリキュラム
教育機関の使命や目標、社会のニーズに照らして、その機関のカリキュラムのコア（中
心・核・基礎・統合的な領域・学習者が共通に学習する領域）として策定されるカリ
キュラム

○プライマリケア
患者との継続した関係を築き、家族と地域の広がりの中で診療することに責任を持つ
臨床医によって提供される総合的なヘルスケア

○総合診療
医師個人としても、医学的のみならず心理的・社会的に患者の問題にアプローチでき
る全人医療の能力や患者ー医師関係の根底をなすコミュニケーションスキルなどをも
って診療する。

１）地域包括・家庭医療としてのプライマリケア
２）全人医療などを含めた基本的臨床能力
３）２次、３次医療を含めた統合型診療を行う総合科

○クリニカル・クラークシップ
指導医の下で、チームの一員として診療に参加し、責任の一端を果たしながら、医師
の業務、役割やその他の側面を臨床の現場で体験学習

５頁
○問題設定解決型学習

具体的な状況を事例として与え、少人数グループ討論を通して学生が自主的に自分に
必要な学習項目を設定し、自らの力でそれを習得することを通して、自己開発型学習
の学び方を修得させようとするもの
問題設定解決型学習の一例として、ＰＢＬテュートリアルがある。

○ティーチングアシスタント（ＴＡ）制度
学部学生等に対するチュータリング（助言）や実験、実習、演習等の教育補助業務（具
体的には、演習のディスカッションリーダー、レポート・試験等の採点など）につい
て大学院学生等を活用する制度。
大学院学生等に対して手当てを支給する。

○リサーチアシスタント（ＲＡ）制度
教員の研究環境の充実や若手研究者の養成、大学院生の経済的援助に資するため、優
秀な大学院生を研究補助者として活用する制度

○共用試験
学生の能力と適性についての一定水準を確保するために実施する全国共通の標準評価
試験。基礎・臨床の知識の総合的理解と問題解決能力をコンピュータを用いた客観試
験（CBT）、態度・臨床技能を客観的臨床能力（OSCE)で評価する。
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○客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）
臨床実習に必要な技術・態度について、模擬患者等を使って行う試験

６頁
○教育方法の特例（大学院設置基準第１４条）

大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その
他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を
行うことができる。

○昼夜開講制
時間的制約が多い社会人等の便宜に配慮して、同一学部の中に「昼間主コース」、「夜
間主コース」を設け、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う制度

○長期履修制度
職業を有している等の事情により、修業年限を超えた一定の期間にわたって、計画的
に教育課程を履修して卒業する制度

○コ・メディカルスタッフ（＝医療関係職種）
広義に医療に従事する者の総称

７頁
○ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）

教員が授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な取り組みの総称。
その内容としては、教育内容・技術や学生の学習評価についての研究会の開催や、教
員相互の授業参観の実施、新任教員に対する研修会の開催などがある。

○ M.D.-Ph.D.コース
医学部医学科の課程と医学研究科博士課程を統合し、卒業と同時に学士（医学）と博
士（医学）の学位を取得できるコース

１０頁
○寄附講座

教育・研究を奨励することを目的とした、企業等の寄附金で設置・運営する講座

１３頁
○中央部門

検査や放射線など、各診療科を共通して診療の支援を行う部門

○卒後臨床研修センター
附属病院においてより効果的な臨床研修が実施できるよう、平成１６年４月に設置し、
研修カリキュラムの管理運営や研修医が自由に利用できる研修室の提供を行っている。

１５頁
○財団法人日本医療機能評価機構

学術的、中立的な第三者の立場での病院を評価する事業を実施している。
住所：東京都千代田区神田駿河台３丁目１１番地

三井住友海上駿河台別館ビル７階

○ドクターヘリ
医師と看護師が搭乗し、救急現場から本学、高度医療機関などに搬送する間に患者に
救命医療を行う。和歌山県全域と奈良県南部、三重県南部を運航範囲とし、平成１５
年１月から運航を開始している。

○基幹災害医療センター
災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災
地からの傷病者の受入れ及び受入患者の広域搬送のほか、医療救護チームの派遣、地
域の医療機関への医療資機材の貸し出しを行う施設を災害拠点病院といい、各二次医
療圏に原則として一箇所指定される「地域災害医療センター」と、さらにそれらの機
能を強化し、要員の訓練・研修機能を備え、各都道府県に原則として一箇所指定され
る「基幹災害医療センター」がある。

○がん診療連携拠点病院
全国どこでも質の高いがん医療を受けられることを目指した制度であり、都道府県知
事が推薦し、厚生労働大臣が指定する。各都道府県において、地域がん診療連携拠点
病院を２次医療圏に一カ所程度、都道府県がん診療連携拠点病院を各都道府県に概ね
一カ所整備することとされている。

○医療安全推進部
附属病院の中央部門の一つであり、医療安全を推進するために平成１５年に設置。専
任の医療安全管理者（看護師）を配置し、病院で発生するインシデント・アクシデン
ト等の問題点の分析・対策を検討している。

１６頁
○アウトソーシング

業務を外部の専門業者に委託すること。
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２０頁
○変形労働時間制

労使協定又は就業規則等により、１箇月以内の一定の期間を平均し、１週間当たりの
労働時間が４０時間を超えない定めをした場合、特定された週において４０時間（特
例事業４４時間）、又は特定された日において８時間を超えての労働を可能とする制度

○裁量労働制
研究開発など、業務の性質上、その業務の具体的遂行方法については大幅に労働者の
裁量にゆだねる必要があるため、使用者の具体的な指揮監督になじまず、通常の方法
による労働時間の算定が適切でない業務について、その業務を通常、処理するために
はどの程度の時間を労働するとするのが適当であるかについて労使で協定をしたとき
は、その時間を労働したものとみなすという制度

○臨床教授制度
医学部及び附属病院が実施する卒前の臨床実習及び卒後の臨床研修の充実を図るため、
臨床実習等の指導に協力を得ている医療機関等の優れた医療人に対し、称号を付与す
る制度

○客員教授制度
医学の専門分野についての高度の教育、研究及び診療等の業務に従事してもらうため
他の大学又は病院等から教授その他の職員を招へいする制度

２２頁
○科学研究費補助金

政府による研究推進策の一つで、学術研究を対象とした競争的研究資金

○奨学寄附金
和歌山県立医科大学の教育・研究を奨励するための寄附金

２４頁
○財団法人大学基準協会

認証評価機関の一つであり、大学の基準づくりとそれに基づく正会員に対する相互評
価を中心に活動している。大学は 7 年に 1 度、国から認証された評価機関の評価を受
けることが法的に義務づけられている。和歌山県立医科大学は平成１５年に正会員と
して加盟している。


